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「
行
政
経
営
プ
ラ
ン
」「
行
財
政
改
革
大
綱
」「
集
中
改
革
プ
ラ
ン
」を
策
定

美
郷
町
の
行
財
政
改
革
が
始
ま
っ
て
い
ま
す

　
地
方
分
権
社
会
が
進
む
中
で
、
町
が

独
自
性
を
発
揮
し
、
住
民
が
幸
せ
を
実

感
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く

た
め
に
は
、
自
主
財
源
の
確
保
や
行
政

機
能
の
徹
底
し
た
ス
リ
ム
化
に
努
め
、

住
民
本
位
の
行
政
経
営
を
め
ざ
す
総
合

的
な
行
財
政
改
革
が
合
併
前
の
旧
町
村

時
代
よ
り
も
さ
ら
に
強
く
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
町
で
は
、
住
民
満
足
度
が
高
く
、
成

果
を
重
視
し
、
コ
ス
ト
を
意
識
し
た
自

治
体
と
し
て
取
り
組
む
た
め
の
指
針
と

な
る「
美
郷
町
行
政
経
営
プ
ラ
ン
」を
策

定
す
る
と
と
も
に
、
平
成
17
年
度
か
ら

平
成
21
年
度
ま
で
の
５
年
間
を
実
施
期

間
と
し
て
、
限
ら
れ
た
行
政
資
源
を
十

分
に
活
用
す
る
た
め
の
基
本
的
な
推
進

施
策
や
体
制
を
示
し
た「
行
財
政
改
革
大

綱
」及
び
そ
の
具
体
的
な
目
標
数
値
を
掲

げ
た「
集
中
改
革
プ
ラ
ン
」を
策
定
し
、

積
極
的
な
行
財
政
改
革
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

ま
す
）

　
効
率
化
、
平
準
化
さ
れ
た
事
務
執
行
の
処

理
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
住
民
に

対
し
て
、
よ
り
水
準
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス

の
実
現
を
め
ざ
し
ま
す
。

w
行
政
評
価
の
実
施（
各
種
施
策
の
成
果
を

検
証
し
ま
す
）

　
各
種
の
施
策
を
実
施
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
地
域
住
民
の
“
満
足
”
が
ど
の
程
度
得

ら
れ
た
の
か
、
そ
の
達
成
度
を
把
握
す
る
こ

と
が
次
へ
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
う

え
で
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
行
政
評
価
を

行
い
ま
す
。

e
外
部
団
体
と
の
関
係
の
見
直
し（
各
種
団

体
等
へ
の
補
助
制
度
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
者

の
適
正
負
担
を
確
保
し
ま
す
）

　
行
政
経
営
と
い
う
観
点
か
ら
、
各
種
団
体

へ
の
補
助
制
度
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
に
対
す

る
負
担
の
あ
り
方
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
あ
り

方
な
ど
、
行
政
の
み
な
ら
ず
関
係
す
る
外
部

団
体
も
町
と
同
様
の
取
り
組
み
を
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
受
益
者
負
担

の
基
準
や
補
助
金
制
度
を
抜
本
的
に
見
直

し
、
第
三
セ
ク
タ
ー
に
関
し
て
は
経
営
指
針

の
策
定
を
行
い
ま
す
。

r
人
材
育
成
と
能
力
開
発（
職
員
の
資
質
及

び
能
力
の
向
上
を
め
ざ
し
ま
す
）

　
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
住
民
の
満
足
度

を
高
め
る
た
め
に
、
職
員
が
意
欲
的
に
働
く

こ
と
が
で
き
る
職
場
環
境
が
重
要
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
た
め
、
職
員
の
意
識
や
能
力
の
向
上

を
重
視
す
る
と
と
も
に
、
適
材
適
所
、
人
材

育
成
、
組
織
・
制
度
の
見
直
し
な
ど
の
課
題

に
取
り
組
み
ま
す
。

t
財
政
基
盤
の
強
化
と
効
率
的
な
財
政
運
営

（
限
ら
れ
た
財
源
を
確
保
し
、
ど
う
活
か

す
の
か
を
見
直
し
ま
す
）

　
地
方
分
権
や
三
位
一
体
改
革
に
伴
う
財
政

構
造
の
変
化
の
中
で
、
行
政
需
要
の
増
大
や

多
様
化
に
よ
っ
て
効
率
的
で
効
果
的
な
財
政

運
営
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
行
政
経
営
体

と
い
う
視
点
か
ら
、
職
員
の
行
政
コ
ス
ト
に

対
す
る
意
識
付
け
や
資
産（
町
有
財
産
）の
有

効
活
用
も
念
頭
に
入
れ
な
が
ら
、
財
政
運
営

を
行
い
ま
す
。

地方分権時代が求める
自治体となるための仕
組みや取り組みの内容
を定めたものです。

行政経営
プラン

目
標
管
理
制
度
の
採
用

　（
美
郷
町
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
）

　
法
律
や
条
例
の
規
定
に
よ
り
義
務
付
け
ら

れ
て
い
る
地
方
事
務
の
執
行
は
も
と
よ
り
、

町
長
の
施
政
方
針
に
基
づ
き
、
役
場
の
各
課

等
や
個
々
の
職
員
が
明
確
な
目
標
を
定
め
、

各
種
施
策
を
展
開
す
る
に
あ
た
り
常
に
そ
の

目
標
の
達
成
度
を
把
握
し
評
価
す
る
と
と
も

に
進
捗
管
理
を
行
う
、
本
町
独
自
の
目
標
管

理
制
度
を
採
用
し
美
郷
町
総
合
計
画
に
基
づ

い
た
ま
ち
づ
く
り
を
確
実
に
実
現
し
ま
す
。

行
政
経
営
の
基
盤
を
強
化
す
る
６
つ
の

取
り
組
み

q
事
務
執
行
処
理
方
法
の
改
善（
よ
り
速
や

か
で
、
よ
り
正
確
な
事
務
執
行
を
め
ざ
し
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経
済
環
境
や
地
方
分
権
を
進
め
る
た
め
の

制
度
改
革
な
ど
に
よ
り
、
地
方
財
政
の
方
向

が
定
ま
ら
ず
、
町
で
も
具
体
的
か
つ
詳
細
な

展
望
が
開
け
な
い
中
、
事
務
事
業
の
整
理
・

統
合
や
人
件
費
、
補
助
金
等
を
は
じ
め
と
し

た
行
政
経
費
の
削
減
に
よ
る
ス
リ
ム
化
、
さ

ら
に
は
町
税
は
じ
め
各
種
自
主
財
源
の
確
保

と
い
っ
た
積
極
的
な
行
財
政
改
革
の
努
力
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
町
で
は
行
財
政
改
革
の
実
現

に
向
け
、
①
行
政
全
般
に
関
す
る
重
点
事

項
、
②
住
民
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
組
織
づ
く

●
事
務
事
業
の
再
編
・
整
理
、
統
廃
合

　
行
財
政
改
革
大
綱
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
限

ら
れ
た
行
政
資
源
の
効
率
的
な
活
用
や
多
様

化
す
る
住
民
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
対
応
す
る
た

め
、
多
角
的
な
視
点
か
ら
事
務
事
業
の
再

編
・
整
理
や
統
廃
合
、
内
部
経
費
の
見
直

し
、
補
助
金
・
負
担
金
の
見
直
し
な
ど
50
件

に
つ
い
て
実
施
の
目
標
時
期
や
目
標
数
値
を

定
め
て
取
り
組
み
ま
す
。

す
。
生
活
形
態
の
変
化
や
環
境
へ
の
配
慮
に

伴
い
、
事
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変

化
し
て
い
ま
す
。
経
営
基
盤
の
強
化
等
に
積

極
的
に
取
り
組
み
、
よ
り
一
層
の
自
立
性
の

強
化
と
経
営
の
活
性
化
を
図
り
ま
す
。

役場（六郷庁舎）町長公室　行政推進班　10187－84－4900 （内線1223）

行財政改革
大　綱

集中改革
プラン

基準日 平成17年4月1日 平成22年4月1日 増減数 増減率

職員数 301人 256人 ▲45人 ▲15.0％

表１　職員数計画

限られた行政資源が十
分に活用できるように
ムダを省くため、その
基本的な推進施策や体
制を示したものです。

行財政改革大綱で示し
た基本的な推進施策を
具体化し、目標を定め
た行動計画です。

問い
合わせ

y
地
域
住
民
と
の
協
働
推
進（
住
民
と
行
政

と
の
協
働
か
ら
地
域
社
会
の
活
性
化
を
め

ざ
し
ま
す
）

　
住
民
の
声
や
活
動
を
町
政
に
反
映
さ
せ
る

こ
と
が
重
要
な
た
め
、
町
政
へ
の
住
民
参
加

の
形
態
や
領
域
、
機
能
、
そ
し
て
参
加
対
象

の
範
囲
な
ど
を
分
類
整
理
し
ま
す
。
行
政
区

の
役
割
を
再
検
討
し
、
こ
れ
か
ら
の
行
政
区

の
姿
を
明
ら
か
に
し
て
、
住
民
や
地
域
団

体
、
組
織
と
の
協
働
を
進
め
ま
す
。

り
、
③
職
員
数
の
管
理
及
び
職
員
給
与
の
適

正
化
、
④
地
方
公
営
企
業
、
第
三
セ
ク
タ
ー

の
経
営
健
全
化
、
⑤
自
ら
考
え
自
ら
行
動
す

る
職
員
の
育
成
、
⑥
公
正
で
透
明
な
行
政
活

動
の
確
保
、
⑦
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
が
実
感
で

き
る
Ｏ
Ａ
化
等
の
推
進
、
⑧
健
全
な
財
政
運

営
の
堅
持
の
８
つ
を
本
大
綱
の
推
進
施
策
に

掲
げ
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
行
財
政
改
革
に

係
る
施
策
を
確
実
に
実
現
し
て
い
く
た
め
、

集
中
改
革
プ
ラ
ン
に
具
体
的
な
行
動
内
容
を

掲
げ
る
と
と
も
に
、「
計
画 

― 

実
施 

― 

評
価

― 

改
善
」の
仕
組
み
を
つ
く
り
、
進
行
管
理

を
行
い
ま
す
。

●
民
間
委
託
等
の
推
進

　
平
成
18
年
度
か
ら
温
泉
施
設
や
産
業
振
興

施
設
等
に
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
民
間

委
託
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
そ
の
他
の
施
設
に
つ
い
て
も
平
成
21
年
ま

で
に
そ
の
施
設
管
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検

討
を
行
い
ま
す
。

●
定
員
管
理
の
適
正
化

　
事
務
事
業
の
見
直
し
や
地
域
住
民
、
民
間

活
力
と
の
協
働
に
よ
り
簡
素
で
効
果
的
な
行

政
運
営
を
実
現
し
、
職
員
数
の
削
減
等
適
正

管
理
に
努
め
ま
す
。（
表
１
）

●
給
与
の
適
正
化

　
平
成
18
年
度
以
降
も
抜
本
的
な
改
革
が
見

込
ま
れ
る
国
の
給
与
構
造
に
準
じ
て
、
町
で

も
給
与
制
度
の
見
直
し
を
進
め
ま
す
。

●
第
三
セ
ク
タ
ー
の
見
直
し

　
現
在
６
団
体
あ
る
町
の
第
三
セ
ク
タ
ー
の

あ
り
方
、
町
の
関
与
の
妥
当
性
、
情
報
公
開

等
の
多
角
的
視
点
か
ら
、
総
合
的
で
抜
本
的

な
見
直
し
を
検
討
し
ま
す
。

●
経
費
節
減
等
の
財
政
効
果

　
使
用
料
・
手
数
料
の
見
直
し
や
未
利
用
財

産
の
売
り
払
い
等
に
よ
る
歳
入
の
確
保
を
進

め
る
と
と
も
に
、
人
件
費
の
削
減
、
民
間
委

託
の
推
進
、
投
資
的
経
費
の
見
直
し
、
内
部

経
費
の
削
減
等
に
よ
り
歳
出
の
節
減
を
進
め

ま
す
。

●
地
方
公
営
企
業

　
本
町
の
公
営
企
業
は
上
下
水
道
事
業
で

詳細については町ホームページ（http://www.town.misato.akita.jp/）でご覧
いただけます。

a


